
環
境
交
通
課

環
境
交
通
課

　
☎
７
７
３

　
☎
７
７
３
・・
６
６
６
６

６
６
６
６

住
宅
地
な
ど
で
の
除
草
剤
の
散

布
は
周
囲
に
配
慮
し
ま
し
ょ
う

　

除
草
剤
は
雑
草
の
除
去
に
有
効

で
す
が
、
周
囲
に
飛
散
す
る
と
人

や
動
物
の
健
康
・
生
活
環
境
に
悪

影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。除
草
剤
を
使
用
す
る
と
き
は
、

必
要
最
小
限
に
と
ど
め
、
用
法
・

用
量
を
守
っ
て
飛
散
を
抑
え
る
ノ

ズ
ル
を
使
う
な
ど
、
周
囲
に
配
慮

し
ま
し
ょ
う
。

水
道
課

水
道
課  

水
道
業
務
係

水
道
業
務
係

　
☎
７
７
４

　
☎
７
７
４
・・
３
１
４
１

３
１
４
１

水
道
料
金
福
祉
減
免
制
度
を

終
了
し
ま
す

　

令
和
５
年
９
月
使
用
分
（
10
月

請
求
分
）
か
ら
水
道
料
金
が
改
定

さ
れ
、
用
途
別
料
金
か
ら
口
径
別

料
金
に
変
更
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴

い
平
成
24
年
に
開
始
し
た
福
祉
減

免
を
終
了
し
ま
す
。

新
規
の
福
祉
減
免
申
請
は
７
月
末

新
規
の
福
祉
減
免
申
請
は
７
月
末

ま
で
受
け
付
け
ま
す

ま
で
受
け
付
け
ま
す

　

一
般
用
水
道
、旧
簡
易
水
道（
後

山
・
辻
又
・
清
水
・
岩
之
下
・
栃

窪
の
５
地
区
）
の
月
額
基
本
料
金

（
10
㎥
ま
で
）
を
減
免
し
ま
す
。

廃
棄
物
対
策
課

廃
棄
物
対
策
課

　
☎
７
８
２

　
☎
７
８
２
・・
０
３
３
９

０
３
３
９

ご
み
ゼ
ロ
の
日
パ
ネ
ル
展
開
催
中

　

市
内
公
共
施
設
で
ご
み
ゼ
ロ
の

日
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

６
月
30
日
㈮
ま
で

�

本
庁
舎
、
大
和
庁
舎
、
塩
沢
庁

舎
、
南
魚
沼
市
図
書
館
、
金
城

の
里

�

①
ご
み
の
現
状
、
②
現
施
設
の

延
命
化
、
③
製
品
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
の
分
別
、
④
食
品
ロ
ス
、
⑤

新
ご
み
処
理
施
設
、
⑥
不
法
投

棄
・
野
焼
き

減
免
前

減
免
前

　

一
般
用
水
道
：
２
，４
６
０
円

　

旧
簡
易
水
道
：
２
，２
４
６
円

減
免
後

減
免
後

　

一
般
用
水
道
：
１
，１
５
５
円

　

旧
簡
易
水
道
：
１
，０
５
０
円

※
超
過
料
金
は
減
免
し
ま
せ
ん

�

市
内
に
住
所
が
あ
る
市
県
民
税

非
課
税
世
帯
で
、
高
齢
者
（
申

請
時
に
満
65
歳
以
上
）
の
み
で

生
活
し
て
い
る
世
帯

※�

世
帯
員
す
べ
て
が
長
期
入
院
や

施
設
入
所
し
て
い
る
世
帯
、
生

活
保
護
世
帯
は
対
象
外

  

申
請
に
必
要
な
も
の

申
請
に
必
要
な
も
の

・
申
込
書�

　

�（
水
道
課
、
市
民
課
、
大
和
・

塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
、
上
下
水

道
料
金
セ
ン
タ
ー
で
配
布
）

・�
世
帯
全
員
分
の
課
税
証
明
書

　

�（
税
務
課
、
大
和
・
塩
沢
市
民

セ
ン
タ
ー
で
発
行
、
委
任
状
に

よ
る
代
理
申
請
可
）

�

す
で
に
減
免
を
受
け
て
い
る
世

帯
は
、
再
申
請
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
減
免
を
受
け
て
い
る

世
帯
で
、
市
外
へ
の
転
出
、
65

歳
未
満
の
転
入
、
水
道
使
用
者

の
死
去
な
ど
、
世
帯
に
変
化
が

あ
っ
た
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

  

兼
続
公
ま
つ
り
実
行
委
員
会

兼
続
公
ま
つ
り
実
行
委
員
会  

事
務
局（
南
魚
沼
市
観
光
協
会

事
務
局（
南
魚
沼
市
観
光
協
会　　

担
当
：
植
田
）

担
当
：
植
田
）

　
☎
７
８
３

　
☎
７
８
３
・・
３
３
７
７

３
３
７
７

南
魚
沼
市
兼
続
公
ま
つ
り
開
催

　

令
和
５
年
の
兼
続
公
ま
つ
り
は

４
年
ぶ
り
に
７
月
17
日
（
月
・
祝
）

～
19
日
㈬
の
３
日
間
で
開
催
し
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
市
報
７
月
１
日
号

に
掲
載
し
ま
す
。

※�

露
店
出
店
は
17
日
（
月
・
祝
）・

18
日
㈫
の
み
で
す

  ・・
兼
続
公
ま
つ
り
実
行

兼
続
公
ま
つ
り
実
行
委委

員
会
員
会  

大
人
神
輿
部（
六
日
町

大
人
神
輿
部（
六
日
町

商
工
会

商
工
会  

六
日
町
支
部

六
日
町
支
部  

北
越
北
越

地
所
：
勝
又
）

地
所
：
勝
又
）

　
☎
７
７
２

　
☎
７
７
２
・・
４
１
０
１

４
１
０
１

大
人
神み

こ
し輿

参
加
者
募
集

　

ま
つ
り
を
盛
り
上
げ
る
神
輿
の

担
ぎ
手
を
募
集
し
ま
す
。
性
別
問

わ
ず
、
個
人
・
団
体
と
も
に
大
歓

迎
。
一
緒
に
神
輿
を
担
い
で
ま
つ

り
を
盛
り
上
げ
ま
し
ょ
う
。

�

７
月
17
日
（
月
・
祝
）

　

午
後
６
時
～
10
時

兼
続
公
ま
つ
り
会
場

７
月
５
日
㈬

  ・・
兼
続
公
ま
つ
り
実
行

兼
続
公
ま
つ
り
実
行
委委

員
会
員
会  

お
六
流
し
部（
六
日
町

お
六
流
し
部（
六
日
町

観
光
協
会
）

観
光
協
会
）

　
☎
７
８
８

　
☎
７
８
８
・・
１
７
０
３

１
７
０
３

お
六
流
し
参
加
者
・
団
体
募
集　

　

兼
続
公
を
歌
っ
た
民
謡
で
踊
る

「
お
六
流
し
」を
盛
り
上
げ
ま
し
ょ

う
。
個
人
参
加
も
大
歓
迎
で
す
。

�

７
月
18
日
㈫

　

午
後
７
時
～
８
時
30
分

　

整
列
：
午
後
６
時
45
分

兼
続
通
り
商
店
街
ま
つ
り
会
場

６
月
26
日
㈪

ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す

ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す

　

南
魚
沼
サ
ー
ビ
ス
店
会
様

か
ら
、
８
０
，０
０
０
円
を

ご
寄
付
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
ご
寄
付
は
、
協
力
店
な

ど
に
募
金
箱
を
設
置
し
、
ご

来
店
さ
れ
た
お
客
様
か
ら
募

金
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。

　

ご
厚
意
に
沿
う
よ
う
、有
効

に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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